
まちのために、一緒に働きませんか？

紀宝町の職員・嘱託職員を募集します

Information　役場総務課

◆試験の日時、会場
◦看護師

《第１次試験》
　【日時】２月３日（日）  
　【会場】役場本庁舎
　【内容】教養試験、適性検査

《第２次試験》※第１次試験合格者のみ
　【日時】２月 17 日（日） 
　【会場】役場本庁舎
　【内容】作文試験、面接試験
◦保健師・調理師
　【日時】２月３日（日） 
　【会場】役場本庁舎
　【内容】作文試験、面接試験
◆採用予定日　平成 31 年４月１日

▶詳しくは役場総務課（☎３３－０３３３）まで
お問い合わせください。

　町では、平成 31 年４月１日付けで採用する職
員採用試験を以下のとおり実施します。
　あなたの創意と工夫、熱意を活かして、私たち
と一緒に町民一人ひとりがきらりと輝くまちづく
りに挑戦してみませんか。

◆申込方法
　役場総務課窓口、または町ホームページにて募
集要項および申込書兼履歴書を入手し、持参また
は郵送にて提出してください。
　必要書類や受験資格などは募集要項に詳しく書
いていますので、確認のうえ申し込んでください。
◆受付場所
　紀宝町役場総務課　紀宝町鵜殿 324 番地
◆受付期間
　１月７日（月）から１月 24 日（木）まで

（土・日曜、祝日を除く。郵送の場合は書留とし、
１月 24 日（木）午後５時 15 分必着。）

◆職種および採用予定人数、受験資格

職種 採用人数
受験資格（下記のいずれの要件も満たすもの）

共通 年齢要件 住所・通勤要件 資格など

看護師
（相野谷診療所勤務）

１名
昭和 54 年
４月２日

以降生まれ

・平成 30 年 12 月１
日現在で、本人か父
母が紀宝町に住民
登録をしている者

・採用後、紀宝町に
居住できる者

・看護師の免許（准看護師は
不可）を有し、２年以上の
臨床実務経験を有する者

保健師 １名
昭和 48 年
４月２日

以降生まれ

・採用後、通勤が可
能な者

・保健師資格を有する者、または
平成 31 年３月 31 日までに資
格取得見込みの者

調理師
（保育所・幼稚園・給

食センター勤務）
１名

昭和 48 年
４月２日

以降生まれ

・平成 30 年 12 月１
日現在で、本人が
紀宝町に住民登録
をしている者

・調理師の資格を有する者、ま
たは平成 31 年３月 31 日ま
でに資格取得見込みの者
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【対象】 小学生以上  ※小中学生は保護者同伴
【定員】 30 名（先着順）
【料金】 無料（宿泊費は別途負担）
【申込】 １部のみ参加の方は１月 23 日（水）まで
に鵜殿図書館へ電話。宿泊され観望会を予約する
方は１月 21 日（月）までに、飛雪の滝キャンプ
場（☎２１－１３３３）へ連絡してください。
※天候不良の場合は、暖かいキャンプ場の施設の
中で為永先生に星と宇宙のお話をたっぷりしてい
ただきます。

▶詳しくは、鵜殿図書館（☎３２－４６４６）ま
でお問い合わせください。

Information　鵜殿図書館

　このたび図書館では、飛雪の滝キャンプ場との
コラボ企画として、三重大学名誉教授の為
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先生をお招きし、真冬の天体観望会を開催します。
　大変寒い時期になりますが、夜の星空は 「冬の
ダイヤモンド」や「冬の大三角」など、とても美
しくてゴージャスです。さらに第 2 部ではキャ
ンプ場宿泊者を対象に、浅里のすばらしい星空を
ゆっくり楽しんでいただけます。　

【日時】 １月 26 日（土）
第１部　午後６時 30 分～８時（日帰り、宿泊者）
第２部　午後８時30分～９時30分（宿泊者のみ）

【場所】 飛雪の滝キャンプ場

【申告対象者】　平成 31 年 1 月 1 日現在で紀宝町
において、償却資産を所有されている方

【提出物】　償却資産申告書（※資産に異動がある
場合は種類別明細書も必要）

【申告期限】１月 31 日 ( 木 )

▶詳しくは、役場税務住民課（☎３３－０３３
７）までお問い合わせください。　

１月 31 日までに申告してください

償却資産の申告をお願いします

Information　役場税務住民課

　償却資産（事業用資産）を所有されている方は、
地方税法第 383 条の規定により、毎年１月１日現
在に所有している資産を、設置している市町村へ
申告する必要があります。
※償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に
供することができる資産（構築物、機械および
装置、船舶、車両および運搬具、工具・器具、
備品など）です。

※家屋の登記をされた方、すでに調査を受けた方は、
連絡は不要です。

※後日、現地調査の立会いをお願いする場合があります。
▶詳しくは、役場税務住民課（☎３３－０３３７）
までお問い合わせください。　

固定資産税は１月１日が基準日です

家屋を増築、取り壊しされた方はお知らせください

Information　役場税務住民課

　固定資産税は、毎年１月 1 日現在の状態で課
税しています。
　平成 30 年中に家屋の新築や増築、または取り
壊しをされた場合は、町税務住民課までお知らせ
ください。
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看護師 保健師 調理師

満天に輝く冬の星空を楽しみませんか

　　“冬のダイヤモンドを見つけよう！”を開催天　体
観望会
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